
- 45 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料 

 

■ 新たな避難情報等 

 

■ 防災関連計画の関連性 

（避難確保計画、消防計画） 

 

■ 業務継続計画策定の参考資料 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

072181
１



- 46 - 

 

 

  



- 47 - 

 

■新たな避難情報等 

令和３年の災害対策基本法改正により、避難指示が改正されています。 

・これまでの「避難勧告」は廃止され、避難指示に一本化されました。 

・社会福祉施設の入所者や高齢者、障がいのある方などの避難を完了させるのに時間 

を要する方々は、「災害のおそれ」がある状況で市町村が発令する警戒レベル３ 

「高齢者等避難」が発令された時点で、「危険な場所から避難」することが重要です。 
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■防災関連計画の関連性 

各計画は、必ずしも根拠法令ごとに別の計画として策定する必要はありません。 

それぞれの定めるべき事項が入っていれば、まとめて作成することが可能です。 

「非常災害確保計画」と「避難確保計画」を一体的に作成・見直しする例については、 

厚生労働省「高齢者施設における非常災害対策の在り方に関する研究事業」でとりまとめ 

られた「高齢者施設・事業所における避難の実効性を高めるために－非常災害対策計画作 

成・見直しのための手引き－」に示されていますので、参照してください。 

本手引きでは、参考例として「防災計画」や「業務継続計画」と「避難確保計画」を一体 

的に作成する場合の考え方を参考として示しています。 

 

社会福祉施設等において策定が必要な防災関連計画 

計画名称 非常災害対策計画 避難確保計画 消防計画 業務継続計画 

（ＢＣＰ） 

根拠 厚生労働省令 

（施設ごとに規定） 

水防法 

土砂災害防止法 

津波防災地域づくり法 

消防法 厚生労働省令 

（施設ごとに規定） 

対象施設

等 

全ての入所・通所系施設 浸水想定区域、土砂災害

警戒区域、津波浸水想定

内に所在し、市町村地域

防災計画に記載のある要

配慮者利用施設 

多数の者が出入、勤務又

は居住する防火対象物 

介護、障害福祉サービス事

業所等 

対象の災

害 

想定される全ての災害 風水害 

土砂災害 

火災 自然災害 

計画に定

めるべき

項目 

・施設等の立地 

・情報の入手方法 

・連絡先及び通信手段の

確保 

・避難開始時期、判断基準 

・避難場所、経路、方法 

・人員体制、指揮系統 

・関係機関との連携体制 

・計画の目的 

・適用範囲 

・防災体制 

・情報収集・伝達 

・避難の誘導 

・避難確保のための施設の

整備 

・防災教育及び訓練 

・自衛水防組織の業務（設

置する場合のみ） 

・自衛消防組織 

・防火対象物の自主検査 

・避難通路等避難施設の

維持管理等 

・防火管理上必要な訓練

の実施 

・火災等発生時の消火活

動、通報連絡、避難誘導 

・消防機関との連絡 

（標準記載事項） 

・リスクの把握 

・優先業務の選定 

・研修、訓練の実施 

・BCP の検証・見直し 

・平常時の対策 

ライフラインの確保 

・緊急時の対策 

BCP 発動基準 

対応体制 

職員の参集基準 

など 

義務 訓練、防災教育の実施 市町村への報告・届出 

訓練、防災教育の実施 

所轄消防署長への提出 

消火、通報、避難の訓練 

従業者への周知 

研修・訓練実施 

定期的見直し 
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■ 業務継続計画策定の参考資料 

平成３年の介護、障害福祉サービス報酬改定に伴い、基準省令が改正されました。 

【主な改正のポイント】 

   ○感染症や災害への対応力強化 

・感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的、継続的 

に提供される体制を構築する観点から、全てのサービス等事業者を対象に、業務継続に    

向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施が義務づけ。 

（※３年の経過措置あり） 

 

○業務継続計画について 

内閣府の事業継続ガイドラインでは、次のとおり定義されています。 

大地震・洪水等の自然災害が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断して

も可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業

継続計画（Business Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。 

 ＢＣＰの特徴として、災害が発生したときに「重要な事業を中断させない」という点

があげられます。 

 社会福祉施設等の利用者の多くは、日常生活・健康管理、生命維持の大部分を施設等

が提供するサービスに依存しており、サービス提供が困難になることは、利用者の生

活・健康・生命の支障に直結します。 

 こうした理由から、介護施設等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、ＢＣＰ

作成の必要性も高くなります。 

  

○自然災害ＢＣＰと非常災害対策計画の違い 

 ＢＣＰでは、非常災害対策計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務

を継続する、または、早期復旧することを目指しており、両計画は共通する部分も多く

密接な関係にあります。 

また、水防法や土砂災害防止法により指定された「要配慮者利用施設」に義務づけら

れた避難確保計画についても、ＢＣＰに「どういう時に避難を開始するか、どこに避難

するか」等を追記することで、要件を満たせば、必ずしも別の計画として策定する必要

はなくＢＣＰに組み込んで一体的に運用することも有効です。 

 

〇ＢＣＰ作成のポイント 

社会福祉施設のＢＣＰ策定支援のため、厚生労働省では、ＢＣＰ策定支援のためのガ

イドラインや研修動画を公表しています。また、策定作業の省力化のため、ガイドライ

ンに対応した「ひな形」「様式ツール」も公開され、利用可能となっています。 

ＢＣＰ作成時には、これらのひな形などを有効に活用してください。 
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・介護ＢＣＰ策定支援ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure

isha/douga_00002.html） 

・障がいＢＣＰ策定支援ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koure

isha/douga_00003.html 

 

以下に、ガイドライン等で示されたＢＣＰ作成のポイントを示します。 

【自然災害ＢＣＰ作成のポイント】 

（１） 正確な情報集約と判断ができる体制を構築 

● 災害発生時の迅速な対応のため、基本方針を定め、全体の意思決定者を決めて          

おくこと、各業務の担当者を決めておくこと（誰が、何をするか）、関係者の連

絡先、連絡フローの整理が重要です。 

 

（２） 自施設の特徴やリスクを把握し、「事前の対策」と「被災時の対策」に分け

て、同時にその対策を準備 

● 事前の対策 

設備、機器、什器の耐震固定 

インフラが停止した場合のバックアップ 

● 被災時の対策 

事業復旧に向けたルール徹底と対策 

初動対応 ①利用者・職員の安否確認、安全確保 

②建物・設備の被害点検 

③職員の参集 

 

（３） 業務の優先順位の整理 

● 被災状況によっては、限られた職員・設備でサービス提供を継続することも想

定されるため、可能な限り通常どおりのサービス提供を行うことを念頭に、業務

の優先順位を整理しておくことが重要です。 

 

（４） 計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練 

● ＢＣＰは作成するだけでは実効性があるとは言えません。 

関係者に周知し、平時から研修、訓練を行うことが必要です。 

また、最新の知見等を踏まえ定期的に見直すことも重要です。 

 

ひな形等を活用してできるところから取り組み、訓練等を通じ、職員の意見も取り入れ

て見直しを行うなど、施設・事業所にあったより良いＢＣＰの策定に向けた取り組みをお

願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html
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